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足羽東こども園運営規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人 足羽福祉会（以下「本法人」という。）が福井市東大味町

10-1-1に設置する足羽東こども園（以下「本園」という。）の運営に関し、必要な事項を定め

るものとする。 

 

 （施設の目的及び運営方針） 

第２条 本園は、幼児期における教育・保育は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うためだ

けではなく、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであるとの認識のもと、満３歳以

上の幼児に対する教育並びに保育を必要とする乳児及び幼児に対する保育を一体的に行い、こ

れらの子どもの健やかな成長が図れるよう適切な環境を整え、その心身の発達を助長するとと

もに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的とする。 

２ 本園の職員は、園児との信頼関係を十分に築き、園児が自ら安心して環境にかかわりその活

動が豊かに展開されるよう環境を整え、園児と共によりよい教育及び保育の環境を創造する

よう努めるものとする。 

３ 本園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成２６年４月３０日内閣府・文部科学

省・厚生労働省告示第１号）の示すところに従い、教育及び保育を一体的に提供するため、

創意工夫を生かし、園児の心身の発達と幼保連携型認定こども園、家庭及び地域の実態に即

応した適切な教育及び保育の内容に関する全体的な計画を作成するものとする。 

４ 本園は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１

８年法律第７７号）、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「支援法」とい

う。）及び福井市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例（平成２６年福井市条例第３１号。以下「条例」という。）」その他関係法令を遵守し、運

営するものとする。 

 

 （提供する保育等の内容） 

第３条 当園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づき、以下に掲げる教育・保育及

びその他の便宜の提供を行う。 

 ⑴ 特定教育・保育（支援法第２７条第１項に規定する特定教育・保育をいう。以下同じ。） 

   支給認定を受けた保護者（以下「支給認定保護者」という。）に係る園児に対し、教育（満

３歳以上児に限る。）及び当該支給認定における保育必要量（支援法第２０条第３項に規

定する保育必要量をいう。以下同じ。）の範囲内において保育を提供する。 

 ⑵ 時間外保育（延長保育） 

   やむを得ない理由により、支給認定における保育必要量の範囲を超えて保育を必要とする

場合は、当該支給認定に係る園児に対し、第８条に規定する時間の範囲内において、支援

法第５９条第２号に規定する時間外保育（延長保育）を提供する。 
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 ⑶ 一時預かり保育（幼稚園型） 

   やむを得ない理由により、１号認定の教育標準時間を超えて保育を必要とする場合は、当

該支給認定に係る園児に対し、支援法第５９条第１０号に規定する一時預かりによる保育を

提供する。 

 ⑷ 一時預かり保育（一般型） 

主として特定教育・保育施設等に通っていない、又は在籍していない乳幼児で、家庭にお

いて保育を受けることが一時的に困難となったものに対し、支援法第５９条第１０号に規定

する一時預かりによる保育を提供する。 

 ⑸ 障がい児保育・特別支援教育 

   障がいを有する児童に対し、健常児とともに集団保育することによって、健全な社会性

の成長発達を促進するための教育・保育を提供する。 

⑹  子育て相談 

    地域の子ども及び保護者に対し、子育てに関する相談を受けることによって、地域の子ど

もの発達を促す機会を提供する。 

    

 （職員の職種，員数及び職務の内容） 

第４条 教育・保育の実施に当たり配置する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとす

る。 

 (1) 園長 １名（常勤専従） 

   園長は、職員及び業務を一元的に管理し、職員に対し法令等を遵守させるため必要な指揮 

命令を行うとともに、園児を全体的に把握し、園務をつかさどる。 

 (2) 主幹保育教諭 ２名（常勤専従） 

   園長を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに園児の教育及び保育をつかさどる。 

 (3)  副主幹保育教諭 1名以上 

   園児の教育及び保育をつかさどり、並びに保育教諭その他の職員に対して、教育及び保育

の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。 

 (4) 保育教諭 １３名以上（上記(2)の常勤専従職員を除く常勤換算後） 

   園児の教育及び保育に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。 

(5) 教育・保育補助員 1名（常勤換算後） 

   (1)から(4)までの職員が行う園児の教育及び保育の補助業務を行う。 

(6) 栄養士 １名（常勤専従） 

   園児の発達段階に応じ、０歳児の離乳食、満１歳以上児の幼児食に係る献立を作成すると 

ともに、調理業務に従事する。  

(7) 調理員 ２名以上（常勤換算後） 

   栄養士の作成した献立に基づき、給食及びおやつを調理する。 

 (8) 学校医 １名 

   本園における健康管理に関する専門的事項に関し、学校保健安全法施行規則第２２条に基 

づいて、技術及び指導に従事する。 
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 (9) 学校歯科医 １名 

   本園における健康管理に関する専門的事項に関し、学校保健安全法施行規則第２３条に基 

づいて、技術及び指導に従事する。 

 (10) 学校薬剤師 １名 

   本園における健康管理に関する専門的事項に関し、学校保健安全法施行規則第２４条に基 

づいて、技術及び指導に従事する。 

 (11) 事務職員 １名 

   本園の運営管理に必要な事務処理、経理処理等を行う。 

 (12) 運転手 １名 

   園児送迎及び運転記録簿、車両管理に関する業務行う。 

  

 

（利用定員） 

第５条 本園の支援法第３１条第１項の利用定員は、支援法第１９条第１項各号に掲げる小学校

就学前子どもの区分ごとに、次のとおり定める。 

 ⑴ 支援法第１９条第１項第１号の子ども（満３歳以上の小学校就学前子ども。ただし、次号

に掲げるものを除く。以下「１号認定子ども」という。） １２人 

 ⑵ 支援法第１９条第１項第２号の子ども（保育を必要とする満３歳以上の小学校就学前子ど

も。以下「２号認定子ども」という。） ７６人 

 ⑶ 支援法第１９条第１項第３号の子ども（保育を必要とする満３歳未満の子ども。以下「３

号認定子ども」という。）のうち，満１歳以上の子ども  ４８人 

⑷ ３号認定子どものうち、満１歳未満の子ども  ６人 

 

 （特定教育・保育の提供を行う日） 

第６条 特定教育・保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、年末年始 

（１２月２９日から１月３日）及び祝祭日を除く。 

２ １号認定子どもへの教育・保育の提供については、前項の規定にかかわらず、次の休業日を 

加える。 

(1) 土曜日 

(2) 夏季休業   ８月 １日 から８月３１日 まで 

(3) 冬季休業  １２月２６日 から１月 ６日 まで 

(4) 学年末休業  ３月２６日 から３月３１日 まで 

(5) 学年始休業  ４月 １日 から４月 ５日 まで 

 

 （教育時間） 

第７条 満３歳以上の園児に対する１日当たりの標準的な教育時間は、5時間とする。 

 

 （教育・保育を提供する時間） 
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第８条 保育を必要とする園児に対し、教育・保育を提供する時間は、次のとおりとする。 

 

(1) 教育標準時間認定に係る教育時間 

   ９時から１４時までとする。  

   なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、１８時 

までの範囲内で、一時預かりを行う。 

(2) 保育標準時間認定に係る教育・保育時間 

   ７時から１８時までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。 

   なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、１９時

までの範囲内で、時間外保育（延長保育）を提供する。 

 (3) 保育短時間認定に係る教育・保育時間 

   ８時から１６時までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。 

   なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、７時か

ら８時まで及び１６時から１９時までの範囲内で、時間外保育（延長保育）を提供する。 

 (4) 開所時間 

   本園が定める開所時間は、次のとおりとする。 

    月曜日から金曜日  午前７時００分 から 午後１９時００分 まで 

    土曜日       午前７時００分 から 午後１９時００分 まで 

 

 （利用者負担その他の費用の種類） 

第９条 本園においては、条例第１３条第１項の規定により、園児の保護者の居住する市町村が

定める額の利用者負担額（保育料）を支給認定保護者から徴収する。 

２ 本園においては、条例第１３条第４項の規定により、別表に掲げる実費を支給認定保護者か

ら徴収する。 

 

 （利用の開始に関する事項） 

第１０条 本園は、利用申込のあった１号認定子どもと現に本園を利用している１号認定子ども

の総数が、利用定員の総数を超える場合については、条例第６条第２項の規定により、抽選、

申込みを受けた順序により決定する方法、本園の教育理念、基本方針等に基づく選考等、事前に

園長が定めて保護者に明示した公正な方法により選考する。 

２ 前項の選考の方法その他入園に必要な手続きは、毎年度、募集要項を定めて明示する。ただ

し、保育の必要性の認定を受けた者については、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

第２４条の規定に基づき市町村が行う利用調整に従い決定される。 

３ ２号認定子ども及び３号認定子どもの利用について、市町村が行う利用の調整及び要請に対

し、条例第７条の規定により、できる限り協力するものとする。 

４ 本園は、特定教育・保育の提供開始に際し、あらかじめ、利用申込を行った支給認定保護者

に対し、教育・保育の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行

い、同意を得るものとする。 
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 （利用の終了に関する事項） 

第１１条 本園は、以下の場合には特定教育・保育の提供を終了するものとする。 

 (1) 園児が小学校に就学したとき。 

 (2) ２号認定子ども及び３号認定子どもの支給認定保護者が、支給要件（保育の必要性の 

事由）に該当しなくなったとき。 

 (3) 支給認定保護者から本園の利用の取消しの申し出があったとき。 

 (4) その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。 

 

（緊急時における対応方法） 

第１２条 本園の職員は、教育・保育の提供時に、園児に病状の急変、その他緊急事態が生じた

ときは、速やかに園児の家族等に連絡するとともに、園医又は園児の主治医に相談する等、

必要な措置を講じるものとする。 

２ 教育・保育の提供により事故が発生した場合は、福井市、支給認定を行った市町村及び園児

の保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。 

３ 本園は、事故の状況や事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因

を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。 

４ 園児に対する教育・保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速や

かに行うものとする。 

 

 （非常災害対策） 

第１３条 本園は、非常災害に備えて、消防計画等を作成し、防火管理者又は火気・消防等につ

いての責任者を定め、少なくとも毎月１回以上、避難及び消火に係る訓練を実施するものと

する。 

 

 （虐待の防止のための措置） 

第１４条 本園は、園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要な体

制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。 

 

 （記録の整備） 

第１５条 本園は、保育の提供に関する以下に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保

存するものとする。 

 ⑴ 教育・保育の実施に当たっての計画 

 ⑵ 提供した教育・保育に係る提供記録 

 ⑶ 条例第１９条に規定する市町村への通知に係る記録 

 ⑷ 保護者からの苦情の内容等の記録 

 ⑸ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 
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附 則 

 この規程は、平成２７年４月１日 施行 

       平成２８年 4月 1日 全面改正 

       平成３１年４月 1日 一部改正   

       令和元年１０月 1日 一部改正 

       令和４年４月 1日 一部改正 
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別表（第９条関係） 

１ 実費徴収 

項目 内容、理由及び目的 対象児童 金額 

送迎バス代 園児送迎に係る費用 利用児のみ 月 3,000円 

教材、絵本代 教育保育活動に使用 2～5歳児 各定価 

教材、保育用品代 

 

教育保育活動に使用 全園児 各購入物品の定価 

スモック、体操服 他 園生活に使用 2～5歳児 各購入物品の定価 

災害共済掛金 当年度掛金 希望者 240円 

写真代 アルバム用 0～5歳児 1枚 50円 

遠足代 親子遠足による費用負担分 参加者のみ 3,000円程度 

副食費 給食の副材料に係る費用 1号認定 月 4,500円 

副食費 給食の副材料に係る費用 
3.4.5歳児の 

2号認定 
月 4,500円 

   

２ ２号認定・３号認定子どもに係る時間外保育（延長保育）に関する利用者負担 

(1) 保育標準時間認定子どもに係る利用者負担 

   市が定める金額   

    ３０分未満   日額  １００円（月上限額１,５００円） 

    ３０分超    日額  ２００円（月上限額２,５００円） 

    閉所時間以降  日額加算１００円 

(2) 保育短時間認定子どもに係る利用者負担 

   市が定める金額   

    午前７時から午前８時まで  無料 

午後４時以降４時３０分まで 日額  １００円（月上限額１,５００円） 

午後４時３０分以降６時まで 日額  ２００円（月上限額２,５００円） 

    午後６時以降        日額  ３００円（月上限額３,５００円） 

    閉所時間以降        日額加算１００円 

 

３ １号認定子どもに係る一時預かり（幼稚園型）に関する利用者負担 

    日額（平日）  ４００円 

      日額（長期休業）４００円 

    日額（土曜日）  ８００円 
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足羽東こども園 重要事項説明書 

  

当園における幼児教育・保育の提供の開始にあたり、あなたに説明すべき内容は、次のと

おりです。 

  

１ 施設運営主体 

名  称 社会福祉法人 足羽福祉会 

所 在 地 福井市栂野町２０－７ 

電 話 番 号 ０７７６－４１－３１０８ 

代表者氏名 理事長 髙村 昌裕 

 

   ２ 利用施設 

施 設 の 種 類 幼保連携型認定こども園 

施 設 の 名 称 足羽東こども園 

施 設 の 所 在 地 福井市東大味町１０－１－１ 

連  絡  先 電話番号 ０７７６－４１－３１２２ 

管  理  者 園長 三上 登美子 

対 象 児 童 満３歳以上の小学校就学前児童及び保育を必要とする満３歳未満

の乳幼児 

利 用 定 員 ＜１号認定子ども＞ 

 満３歳以上の小学校就学前児童のうち、２号認定子ども以外の 

児童  １２人 

＜２号認定子ども＞ 

 満３歳以上の小学校就学前児童のうち、保育を必要とする児童                  

７６人  

＜３号認定子ども＞ 

満３歳未満で保育を必要とする児童  ５４人 

開 設 年 月 日 平成２７年４月１日 

 

３ 施設の目的・運営方針 

  当園は、幼児期における教育・保育を、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なもの 

であると位置付け、以下の運営方針に基づき幼児教育・保育を一体的に提供してまいりま 

す。 

（1） 園児の健やかな成長が図れるよう、その心身の発達を助長するとともに、必要に応じ、

保護者に対して子育てに関する悩み・相談に対応できる体制を構築します。 

（2）園児との信頼関係を十分に築き、園児が自ら安心して環境にかかわりその活動が豊か

に展開されるよう環境を整え、園児と共によりよい教育及び保育の環境を創造するよ

う努めます。 

   

４ 当園における施設・設備等の概要 

（1）施 設 

敷 地 敷地全体 ３,５０３．７４㎡ 
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園 庭 １,０６０．６５㎡ 

園 舎 構 造 鉄筋コンクリート２階建 

鉄骨造ステンレス鋼板葺２階建 

延べ面積 １,７２５．４０㎡ 
 
（2）主な設備 

設備 部屋数 備  考 

乳児室 2室 ちゅうりっぷ組 

ほふく室 1室 ちゅうりっぷ組 

保育室 5室 

たんぽぽ組（２歳児クラス） 

さくら組（３歳児クラス） 

うめ組（４歳児クラス） 

ひまわり組（５歳児クラス） 

一時預り室 

遊戯室（ホー

ル） 

1室  

調理室 １室  

保健室 1室  

職員室 1室  

 

５ 職員の職種、員数及び職務の内容 

職 種 員数 職務の内容 

園長 １名 
職員及び業務を一元的に管理し、職員に対し法令等を遵守 

させるため必要な指揮命令を行うとともに、園児を全体的 

に把握し、園務をつかさどる。 

主幹保育教諭 ２名 
園長を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに園児の

教育及び保育をつかさどる。 

副主幹保育教諭 

14名 

園児の教育及び保育をつかさどり、並びに保育教諭その他 

の職員に対して、教育及び保育の改善及び充実のために必 

要な指導及び助言を行う。 

保育教諭 
園児の教育及び保育に従事し、その計画の立案、実施、記録

及び家庭連絡等の業務を行う。 

教育・保育補助員 1名 職員が行う園児の教育及び保育の補助業務を行う。 

栄養士 １名 
園児の発達段階に応じ、０歳児の離乳食、満１歳以上児の幼 

児食に係る献立を作成するとともに、調理業務に従事する。  

調理員 ２名 
栄養士の作成した献立に基づき、給食及びおやつを調理す 

る。 

学校医 １名 
健康管理に関する専門的事項に関し、学校保健安全法施行規 

則第２２条に基づいて、技術及び指導に従事する。 

学校薬剤師 1名 
健康管理に関する専門的事項に関し、学校保健安全法施行規 

則第２４条に基づいて、技術及び指導に従事する。 

学校歯科医 １名 
本園における健康管理に関する専門的事項に関し、学校保健 

安全法施行規則第２３条に基づいて、技術及び指導に従事す 

る。 

事務職員 １名 本園の運営管理に必要な事務処理、経理処理等を行う。 

運転手 １名 園児送迎及び運転記録簿、車両管理に関する業務を行う。 
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６ 教育・保育を提供する日 

  支給認定区分ごとに、次のとおり提供する日及び休業日が異なります。 

認定区分 提供する日 休業日 

１号認定子ども 月曜日から金曜日 土曜日、日曜日、祝祭日 

夏季休業（８月１日から８月３１日まで） 

冬季休業（１２月２６日から１月６日まで） 

学年末休業（３月２６日から３月３１日ま

で） 

学年始休業（４月１日から４月５日まで） 

２号認定子ども 

３号認定子ども 

月曜日から土曜日 日曜日、祝祭日 

年末年始（１２月２９日から１月３日） 

  

７ 教育・保育の提供時間 

  支給認定区分ごとに、次のとおり利用可能な時間帯が異なります。 

認定区分 教育・保育時間 利用可能時間 

１号認定子ども 教育標準時間（概ね４時間程度） ９時～１４時【※１】 

２号認定子ども 

３号認定子ども 

保育標準時間（最大１１時間） ７時～１８時【※２】 

保育短時間（最大８時間） ８時～１６時【※３】 

 【※１】  

１４時を超えて保育を必要とされる場合は、一時預かりを利用することもでき 

ますので御相談ください。（別途用者負担額が必要となります） 

 【※２】 

７時から１８時までの範囲内で、保育を必要とする時間となります。 

実際に保育を提供する日及び時間帯は、就労時間その他保育を必要とする時間を勘

案 

し、当園との協議のうえで保護者ごとに決定させていただきます。 

   なお、８時から１８時までの範囲以外の時間帯において、やむを得ない理由により保 

  育が必要な場合は、１９時までの範囲内で、時間外保育（延長保育）を提供いたします。 

  時間外保育（延長保育）の利用に当たっては、当園にお支払いいただく通常の保育料の 

  他に、別途利用者負担が必要となります。 

 【※３】 

８時から１６時までの範囲内で、保育を必要とする時間となります。実際に保育を

提 

供する日及び時間帯は、就労時間その他保育を必要とする時間を勘案し、当園との協議

のうえで保護者ごとに決定します。 

   なお、８時から１６時までの範囲以外の時間帯において、やむを得ない理由により保 

育が必要な場合は，７時から８時まで又は１６時から１９時までの範囲内で、時間外保 

育（延長保育）を提供いたします。時間外保育の利用に当たっては、当園にお支払い 

いただく通常の保育料の他に，別途利用者負担が必要となります。 

８ 提供する教育・保育等の内容 
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  当園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成２９年４月３０日内閣府・文部

科学省・厚生労働省告示第１号）を踏まえ、以下の教育・保育その他の便宜の提供を行い

ます。 

（1）特定教育・保育及び時間外保育の提供 

   支給認定を受けた保護者（以下「支給認定保護者」という）に係る園児に対し、当該

支給認定区分に応じて、上記７に記載する時間において、教育・保育を提供します。 

（2）障がい児保育 

   障がいを有する児童に対して、健常児とともに集団保育をすることによって、健全な

社会性の成長発達を促進するための教育・保育を提供します。 

（3）送迎 

希望者については、園バスによる送迎を実施します。 

通園バスを御利用の場合は、別途利用者負担が必要となります。 

（4）食事の提供 

   児童の年齢に応じた食事の提供を行います。 

   ※ 献立表は毎月別途お知らせします。 

   ※ 食物アレルギー等、体質に合わない食材があればご相談ください。 

（5）地域子育て支援事業 

   地域在宅児家庭を対象とするふれあい広場の開催や育児相談事業を実施します。 

（6）延長保育事業    

（7）一時預かり事業（一般型・幼稚園型） 

（8）情報の提供 

（9）その他、教育・保育に係る行事等 

 

９ 利用料金 

（1）特定教育・保育に係る利用者負担額（保育料） 

   支給認定を行った市町村が定める利用者負担額（保育料）を当園にお支払いいただき

ます。 

（2）特定教育・保育の提供に要する実費に係る利用者負担等 

   別表に掲げる費用を負担していただきます。 

（3）２号認定子ども・３号認定子どもに係る延長保育利用者負担 

   延長保育を利用された場合には、別表に掲げる費用を負担していただきます 

（4）１号認定子どもに係る一時預かり利用者負担 

   在園する１号認定子どもが一時預かりを利用した場合には、別表に掲げる費用を負担

していただきます。 

 

１０ 利用の開始に関する事項等 

当園は、１号認定子どもに係る支給認定保護者から利用の申込をうけたとき又は市町村か

ら特定教育・保育の実施について要請を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応

じるものとします。 

(1) 利用申込のあった１号認定子どもと現に当園を利用している１号認定子どもの総数が、
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利用定員の総数を超える場合 

(2) 利用要請があった２号認定子ども又は３号認定子どもの数及び現に当園を利用してい

る２号認定子ども又は３号認定子どもに係る園児の総数が、当園の利用定員の総数を

超える場合 

(3) 園児の受け入れにあたり、自ら適切な特定教育・保育を提供することが困難な場合 

 

２ 前項第１号の事由により支給認定保護者からの利用申込に応じられない場合は、抽選、

申込みを受けた順序により決定する方法、本園の教育理念、基本方針等に基づく選考等あら

かじめ園長が明示した公正な方法により選考します。 

 

１１ 利用の終了に関する事項 

  当園は、以下の場合には、教育・保育の提供を終了いたします。 

（1）園児が小学校に就学したとき。 

（2）２号認定子ども及び３号認定子どもの支給認定保護者が、支給要件（保育の必要性の 

事由）に該当しなくなったとき。 

（3）支給認定保護者から本園の利用の取消しの申し出があったとき。 

（4）その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。 

 

１２ 嘱託医等 

  当園は、以下の医療機関等と嘱託契約を締結しています。 

（1）内科 

医療機関の名称 谷口医院 

医 院 長 名 谷口 利尚 

所  在  地 天王町２０－４１ 

電 話 番 号 ０７７６－４１－１０１３ 

 

（2）歯科 

医療機関の名称 小林歯科 

医 院 長 名 小林 隆一 

所  在  地 福井市豊島２－７－９ 

電 話 番 号 ０７７６－２３－６２３３ 

 

  (3）薬剤師 

薬 剤 師 名 笠松 佳芳里 

所  在  地 福井市田治島町７－２６－３ 

電 話 番 号 ０７７６－４１－０５７３ 

 

１３ 緊急時の対応方法 

   教育・保育の提供中に、園児の健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、保

護者の方があらかじめ指定した緊急連絡先に連絡するとともに、園医又は園児の主治医

に相談する等、必要な措置を講じます。 

 ＜近隣の緊急連絡先＞ 
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福井南警察署 福井市江守中町６－１８－２ 

上文殊駐在所 福井市徳光町３０－４４－１ 

福井南消防署  福井市花堂中１－１４－２５ 

 

１４ 非常災害時の対策 

  非情災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定めています。 

 防火管理者 三上 登美子 

非常時の対応 別途に定める消防計画書により対応いたします。 

園舎の耐火構造 耐火建築物 

防災設備 

・自動火災報知機  有  ・誘 導 灯    有  

・避難滑り台    有  ・非常警報装置   有 

・非常用電源    有  ・避難器具(救助袋) 有 

・その他、カーテン、敷物、建具等の防炎処理  有 

避難・消火訓練  避難及び消火の訓練は、毎月１回以上実施します。 

 

 

１５ 要望・苦情等に関する相談窓口 

  

  当園では、要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。 

相談・苦情 

受付担当者 

氏名    國枝 洋子 

電話番号  0776-41-3122(足羽東こども園内) 

相談・苦情 

解決責任者 

氏名    三上 登美子 

電話番号  0776-41-3122(足羽東こども園内) 

第三者委員 

永井 裕子 
電話番号 0776-61-6000(福井県立大学内)  

役職・肩書等 福井県立大学助教  

石川 昭義 
電話番号 0776-56-1333(仁愛女子短期大学内) 

役職・肩書等 仁愛女子短期大学 副学長／幼児教育学科長  

  ※当園では、面接、電話、文書などの方法により、相談・苦情を受け付けています。 

   また、園内に要望・苦情等に係るご意見箱を設置しています。 

 

 

 

１６ 利用者に対しての保険の種類・保険事故・保険金額 

  当園においては、以下の保険に加入していただきます。 

保険の種類 (独)日本スポーツ振興センターの災害共済給付 

保険の内容 負傷 疾病 障害 死亡 

保険金額（補償限度額） 災害共済給付の給付基準は、センター法施行令第 3 条

による 

  ※詳しくは、別途配布する「独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付 

制度への加入について」を御確認ください。 
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１７ 守秘義務及び個人情報の取扱いに関する事項 

（1）当園の職員は、業務上知り得た園児やその家族等の秘密を保持します。 

（2）当園の職員であった者について、業務上知り得た園児やその家族等の秘密を保持させ 

るため、職員でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、職員との雇

用契約の内容とします。 

 （3）当園は小学校、他の教育・保育施設及びその他関係機関等に対し、園児やその家族等

に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により保護者の同意を得ることとします。 
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別表 

１ 実費徴収 

項目 内容、理由及び目的 対象児童 金額 

送迎バス代 園児送迎に係る費用 利用児のみ 月 3,000 円 

教材、絵本代 教育保育活動に使用 2～5 歳児 各定価 

教材、保育用品代 教育保育活動に使用 全園児 各購入物品の定価 

スモック、体操服 他 園生活に使用 2～5 歳児 各購入物品の定価 

災害共済掛金 当年度掛金 希望者 240 円 

写真代 アルバム用 0～5 歳児 1 枚 50 円 

遠足代 親子遠足による費用負担分 参加者のみ 
3,000 円程度 

(行き先により変更有) 

副食費 給食の副材料に係る費用 1 号認定 月 4,500 円 

副食費 給食の副材料に係る費用 
3.4.5 歳児の 

2 号認定 
月 4,500 円 

   

３ ２号認定・３号認定子どもに係る時間外保育（延長保育）に関する利用者負担 

(1) 保育標準時間認定子どもに係る利用者負担 

   市が定める金額   

    ３０分未満      日額    １００円（月上限額１,５００円） 

    ３０分超       日額    ２００円（月上限額２,５００円） 

    閉所時間以降   日額加算１００円 

(2) 保育短時間認定子どもに係る利用者負担 

   市が定める金額   

    午前７時から午前８時まで  無料 

午後４時以降４時３０分まで 日額    １００円（月上限額１,５００円） 

午後４時３０分以降６時まで 日額    ２００円（月上限額２,５００円） 

    午後６時以降        日額    ３００円（月上限額３,５００円） 

       閉所時間以降              日額加算１００円 

４ １号認定子どもに係る一時預かり（幼稚園型）に関する利用者負担 

    日額（平日）  ４００円 

    日額（長期休業）４００円（１日の場合 500 円） 

    日額（休日）   ８００円 
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当園における教育・保育の提供を開始するに当たり、本書面に基づき重要事項

の説明を行いました。 

 

    足羽東こども園 園長  三上 登美子 

 

 

 

私は、本書面に基づいて足羽東こども園の利用に当たっての重要事項の説明を

受け、同意しました。 

 

 

令和   年   月   日     

 

 

 

児童氏名                       

 

保護者住所                                 

    

    保護者氏名                  印   

 

児童との続柄        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


